
南砺市行政改革大綱の改訂及び第２次行政改革実施計画の改定について 

１．趣旨 

南砺市では、平成２９年３月に策定された南砺市行政改革大綱［改訂版］および第２次南砺市行政改革実

施計画に基づき、事務事業の見直し・組織機構の改革・財政の健全化・職員数の削減等に取り組んできたが、

本年度末で本実施計画の期間が終了する。これまで以上に厳しさが増す財政状況や社会情勢等を踏まえ、総

合計画で定められた事務事業の着実な推進と喫緊の諸課題に対応すべく、本大綱の改訂及び実施計画の改定

を実施し、更なる行政改革を推進する。

２．実施計画の計画期間   ５年間（令和２～６年度）

３．行政改革大綱・実施計画改定の進め方 

・現行の行政改革実施計画の検証と評価

・市を取り巻く現状を踏まえ、重点的に取り組むべき事項を整理

・職員で構成する行政改革検討小委員会を立ち上げ素案作成

４．検討体制と各部門の役割 

５．スケジュール 

平成３１年 ４月 行政改革実施計画の検証と評価

令和 元年 ５月～ ８月 行政改革推進委員会にて概要説明

行政改革検討小委員会の立ち上げと

行政改革大綱及び実施計画素案の作成

 ９月 実施計画等素案の南砺市議会への説明

     １０月～１１月 行政改革推進委員会にて協議

素案修正と指標及び目標値設定

     １２月 実施計画等最終案の南砺市議会への説明

行政改革推進委員会にて協議

令和 ２年 １月 パブリックコメントの実施

      ２月 南砺市議会への最終報告

南砺市行政改革推進委員会 市 長 議 会 

素案･最終案の提出
・対応指示

パブリックコメント 
素案･最終案の報告

意見・提言

《 行政改革推進本部 》 
本部長 市長、副本部長 副市長・教育長、本部員 各部（局）長 

市としての案を決定 

［ 幹事会 ］ 

担当課長やセンター長：素案について検討・協議 

＜ 小委員会 ＞ 関係職員：素案・改正案作成

グループ１ グループ２ グループ３ グループ４

指示

指示 素案･最終案の提出

素案･最終案の提出

事務､取りまとめ 現状把握､新規改革事項提案

（事務局）行革・施設管理課 各課・担当課 

改定の視点 
や考え方 

行革大綱 実施計画 
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